
法 令 及 び 定 款 第 1 6 条 の 規 定 に 基 づ き 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.jaccs.co.jp/corporate/ir/stock/meeting/index.html）に掲載することにより、株主の皆さまに提供してい
るものであります。

第91期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示情報

第91期（2021年４月１日～2022年３月31日）
① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制その他業務
の適正を確保するための体制

② 連結計算書類の連結注記表

③ 計算書類の個別注記表
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適
正を確保するための体制

内部統制システムに関する基本方針 運用状況
当社は、会社法及び会社法施行規則等に基づき、内部統
制システムの構築において遵守すべき基本方針を定め
る。また、本方針に基づく内部統制システムの整備状況
を継続的に評価し、必要な改善を実施することにより、
一層実効性のある適正な内部統制システムの構築・運用
を実施していくものとする。

当社は、内部統制システムの目的である業務の適正等を
確保する観点から、以下のとおり同システムの運用を行
いました。結果、当事業年度における内部統制システム
は企業集団ベースも含め有効に機能したものと判断して
おります。今後も外部及び内部の環境変化に対応し、継
続的に内部統制システムの高度化を図るべく、定期的に
検証し、必要に応じて見直しを行ってまいります。

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制 運用状況

(1) 企業倫理の浸透の観点から「倫理・行動規範」等の
社内規程を定め、取締役自らが率先垂範することに
より、法令、定款等の遵守を図っていく。

○企業倫理の浸透及び法令遵守を経営の最重要課題の一
つと認識し、その重要性を様々な会議・研修等の場に
おいてグループ役職員に対して周知しています。

○「倫理・行動規範」に則り、その重要性について研修
や教育を実施することにより周知徹底しています。

○「反社会的勢力に対する基本方針」に則り、統括部署
を中心として、反社会的勢力との取引防止を継続して
図っています。

○各取締役は定められた業務分掌に基づいて職務を執行
し、取締役会（年７回開催）で業務執行報告を行うこ
と等により、相互に監督を行っています。

○定期的に内部統制委員会（隔月）及びコンプライアン
ス委員会（毎月）を開催し、グループベースでの適正
な運営を行っています。また、当該委員会にて報告・
協議された事項のうち重要な事項と判断されるものに
ついては適宜ガバナンス委員会にて社外取締役等を交
えて再協議を行い、取締役会に報告されています。

(2) 企業の社会的責任を十分認識し、反社会的勢力に対
しては毅然とした態度で臨むとともに不当要求を拒
絶し、それら勢力との取引や資金提供を疑われるよ
うな一切の関係を遮断する。

(3) 取締役会によって取締役の職務の執行を監督する。
(4) 内部統制及びコンプライアンス体制を整備・推進す

るため、社長を委員長とする内部統制委員会及びコ
ンプライアンス委員会を設置し、定期的に開催す
る。また、各委員会の活動評価と重要事項の確認等
をガバナンス委員会にて行い、取締役会に報告す
る。

【2021年度内部統制システムの整備状況】

　当社の2021年度内部統制システムの整備状況の概要は、下記のとおりとなります。

１. 取締役の法令等遵守体制
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取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する
体制 運用状況

(1) 取締役の職務執行に係る情報については、「文書保
存規程」に基づき、適切かつ確実に検索が容易な状
態で保存・管理するとともに、情報種別に応じて定
められた期間、保存する。

○「文書保存規程」に基づいて適正に情報の保存及び管
理を行っており必要に応じて閲覧可能な体制としてい
ます。

○情報セキュリティについては「情報セキュリティ基本
方針」を定め遵守しています。また、情報セキュリテ
ィ運営委員会を定期的に開催（年７回）し、態勢の高
度化を図っています。

○外部からのサイバー攻撃に備え、ファイヤーウォール
等による安全対策の充実を図っています。また、サイ
バーセキュリティ経営ガイドラインに対応するととも
に、標的型攻撃メール訓練の実施により、セキュリテ
ィ対策の向上に努めています。更に日本シーサート協
議会に加盟し、定期的に最新の情報を入手や演習への
参加をすることで質の向上を図っています。

(2) ＪＡＮＥＴホストシステム開発・保守・運用の管理
業務において、「ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１」を取
得しており、これの求める規準を維持して情報資産
の管理を行う。

(3) これらの文書、情報等は必要に応じ、必要な関係者
が閲覧できる体制を維持する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制 運用状況
(1) リスクマネジメントを経営上の最重要課題とし、経

営上の戦略的意思決定に係わるリスク及び適正な業
務の遂行に係わるリスクを総合的に検討及び評価す
るとともに、必要な対策を柔軟に講ずること等によ
り、経営環境の変化等に対応するための活動を行
う。

○「リスクマネジメント規程」に則り、経営会議等の会
議体において経営上の戦略的意思決定に係わるリスク
について検討を行い、必要な対策を実施しています。

○「商品・業務リスク管理規程」に則り、本部の各部室
及び子会社が所管する個別リスクの抽出を行い、リス
クカテゴリー毎にリスクの評価を行うことにより、グ
ループ全体の適正な業務の遂行に係わるリスクを網羅
的に管理し、対策を講じています。

○内部統制委員会の下部組織である商品・業務リスク協
議会を定期的に開催（年５回）し、抽出された最重要
リスクについて報告をするとともに対策を講じ、的確
なリスク対応が図られているか検討・確認を行ってい
ます。

(2) 経営上の戦略的意思決定に係わるリスクについて
は、取締役等が構成員の会議体等において検討を行
う。

(3) 適正な業務の遂行に係わるリスクについては「商
品・業務リスク管理規程」に則りリスク管理を遂行
し、商品・業務リスク協議会において抽出された最
重要リスクについては、内部統制委員会に報告す
る。

２. 情報保存管理体制

３. リスク管理体制
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損失の危険の管理に関する規程その他の体制 運用状況
(4) 事業活動上の重大な事態が発生した場合には、「緊

急対策協議会運営規程」に則り緊急対策協議会を招
集し、迅速な対応を行うことにより損失・被害を最
小限にとどめる体制を整える。

○事業活動の遂行等に重大な影響を与える突発的な発生
事項については「緊急対策協議会運営規程」に則り対
応するものとしています。なお、当該年度は緊急対策
協議会が開催されることはありませんでした。

取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保する
ための体制 運用状況

(1) 企業価値向上のために策定した中期経営計画及び年
次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、
その進捗状況の管理を行う。

○定期的に取締役会及び経営会議等で年度計画に基づい
た進捗状況の報告を行い評価・管理しています。

○「職務分掌規程」「職務決裁権限規程」に基づいて、
グループ全体で効率的かつ機能的な職務執行を行って
います。

○経営会議を開催（年37回）し、重要事項を経営陣が検
討・協議しています。また、取締役会にて審議される
重要事項について経営会議にて事前に協議を行い、取
締役会に議案として提出しています。

○ガバナンス委員会を開催（年２回）し、当社グループ
全体のコンプライアンス、内部統制状況等の適正性を
確認しています。

○指名諮問委員会（年１回）及び報酬諮問委員会（年１
回）を開催し、評価・決定プロセスの客観性と透明性
の確保を行うことにより、ガバナンス体制の充実を図
っています。

〇エリア統括部長会議（年10回）を開催し、各地域の業
務執行における重要事項の対策について協議すること
により、グループ全体の連携強化並びに管理態勢の強
化を図っています。

(2) 執行役員制度を導入し、取締役は13名以内とする。
各取締役で構成される取締役会において、経営上の
重要な意思決定を迅速に行うとともに職務執行のモ
ニタリングを行う。職務の執行は執行役員（取締役
兼務者含む。）が取締役会の決議に基づいて役割を
分担し、効率的な執行ができる体制とする。

(3) 取締役の業務執行責任の範囲を明確にし、業務を組
織的・有機的に運用するため管掌役員を定め、職務
の執行の管理体制を強化する。

(4) 「本部の組織・職制・職務分掌規程」等により、役
割と責任、職務等について定める。

(5) 取締役会の直轄の組織として、社長及び社外取締役
等で構成するガバナンス委員会を定期的に開催す
る。

(6) 事業部門を統括する執行役員等で構成する経営会議
を、定期的に開催し、業務執行上の重要事項につい
て報告・検討を行う。

(7) 地域毎に営業拠点を統括する部長（エリア統括部
長）と役員等との会議を定期的に開催し、各地域の
執行状況の報告、課題の検討等を行う。

４. 職務執行の効率性確保の体制
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使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確
保するための体制 運用状況

(1) 「倫理・行動規範」等を記載した冊子「Ｊ－Ｎａｖ
ｉ」を当社及び子会社の全役職員に配布し、会社の
基本姿勢を明確にするとともに、その周知を図る。

○コンプライアンス学習ツールや社員研修、会議等の場
において「倫理・行動規範」の重要性について周知徹
底を行っています。また、コンプライアンス上のセル
フチェックを随時行うべく、役職員にコンプライアン
ス・カードを配布し、コンプライアンスを意識した思
考・行動を心がけています。

○毎期「ジャックスグループのコンプライアンス・プロ
グラム」を制定し、様々な会議・研修等の場において
グループ全体へ内容の周知徹底を行っています。

○コンプライアンス・プログラムに基づくコンプライア
ンス学習プログラムの実施やコンプライアンス研修等
による教育を通じて、コンプライアンス運営の推進を
図っています。

○内部管理部門はオンサイト・オフサイトモニタリング
を実施し、法令遵守状況の検証を行っています。

○監査室はグループ全体の140拠点に対し、法令及び定
款等の遵守状況の監査を行い、必要に応じて改善のた
めの指示又は勧告を行うとともに、取締役及び監査役
へ結果を報告しています。

(2) 「本部の組織・職制・職務分掌規程」等及び「職務
決裁権限規程」により、職務の範囲や権限を定め、
適切な牽制が機能する体制とする。

(3) コンプライアンス統括部門がコンプライアンスに関
わる企画立案・推進・教育・モニタリング等を行う
とともに、よりコンプライアンスの実効性を確保す
るために各部署毎にコンプライアンス推進責任者及
び推進担当者を設置し、継続的な教育を通して職務
執行上関連の深い割賦販売法、貸金業法、資金決済
法を始めとする各種関係法令の遵守を図る。

(4) 当社の社長直轄の内部監査部門は、牽制機能が働く
組織として「内部監査規程」等に従って当社及び子
会社の監査を行う。

財務報告の信頼性を確保するための体制 運用状況
当社及び子会社等は、財務報告の信頼性を確保するた
め、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき適切な
内部統制の整備とその有効な運用を行う体制を構築する
とともに、その体制について適正に機能することを継続
的に評価し、必要な是正措置を行うこととする。

○金融商品取引法に係る内部統制の整備及び運用状況の
監査を当社及び子会社に対して行い、監査の進捗状況
及び有効性の評価結果を内部統制委員会及び取締役会
に報告しています。

５. 使用人の法令等遵守体制

６. 財務報告の信頼性確保の体制
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当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制 運用状況

(1) 子会社を管理する部署には担当役員を配置し、「国
内関係会社管理規程」「海外関係会社管理規定」に
基づいて子会社を管理する体制とする。また、子会
社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を定期的
に当社の取締役会に報告する。

○主管部署は子会社の業務執行等の報告を受け、子会社
の業務の適正を管理するとともに、適宜当社の経営会
議等に報告を行っています。また、子会社の取締役の
職務執行状況及び業績等については当社の取締役会に
も四半期毎に報告しています。

○国内子会社はそれぞれ内部統制システムに関する基本
方針を定め、適正な業務運営を行う態勢を整備し、公
開しています。

○監査室は子会社８社に対し監査を行い、必要に応じて
改善のための指示又は勧告を行うとともに、取締役及
び監査役に結果を報告しています。

○グループ間取引については「国内関係会社管理規程」
「海外関係会社管理規程」に則り、取引の透明化を図
っています。

○子会社が抽出した最重要リスクについては商品・業務
リスク協議会にて報告・検討されています。

○グループ全体で利用可能な内部通報制度（ホットライ
ン）を設け、通報内容に対しては調査・検討のうえで
適切な対応を行っています。海外子会社についてはそ
れぞれ自社内で内部通報態勢を構築するとともに、重
要事案についてはコンプライアンス事象として連携を
図ることとしています。更に、グローバル内部通報態
勢を整備し、海外子会社から直接親会社へ通報できる
窓口を設置しております。

○派遣社員等も含む従業者に対してコンプライアンス・
アンケートを年２回実施し、早期にかつ幅広くリスク
に係わる情報が得られる仕組みを整備しています。ま
た、アンケート結果を内容に応じて関係部署へフィー
ドバックし、対応を依頼するとともに結果報告を確認
することによるリスク管理態勢を構築しています。

(2) 子会社を取締役会設置会社とし、当社の役職員又は
弁護士が取締役に就くことにより、当社が子会社の
業務の適正をモニタリングできる体制とする。

(3) 子会社を当社の内部監査部門による定期的な監査の
対象とし、監査の結果は当社の社長に報告する体制
とする。

(4) 当社と子会社との取引（子会社間の取引を含む）に
ついては、第三者との取引と比較して著しく有利又
は不利にならないようにし、必要に応じて専門家に
確認する等、取引の透明化を図る体制とする。

(5) 当社は、子会社の自主性を尊重しつつ子会社の業務
内容の定期的な報告を受けるとともに重要案件につ
いてはその業務内容について事前協議を行い、子会
社の取締役会において協議すること等により、子会
社の取締役の職務の執行をモニタリングする。

(6) 子会社が規程等に基づいて実施するリスク管理を当
社もその評価等を行う体制とする。

(7) 内部通報制度(ホットライン)の窓口を当社及び子会
社の共用のものとして社内外に設けるとともに、通
報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利益
な取扱いを受けないことを確保する体制とする。

(8) 「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止等
基本規程」等に則り、マネー・ローンダリング及び
テロ資金供与に利用されることを未然に防止する体
制とする。

(9) 「贈賄防止規程」等に則り、あらゆる形態の贈収賄
を行わず、贈収賄に関する自国及び関係国の法令等
を遵守する体制とする。

(10) 当社及び子会社において、法令及び社内規程等に
違反又はその懸念がある事象が発生あるいは発覚し
た場合、速やかに部署責任者、当社の本部所管部及
びコンプライアンス統括部門に報告する体制とす
る。

７. グループ管理体制
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当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を
確保するための体制 運用状況

(11) 外国の子会社については、当該国の法令等の遵守
を優先し、可能な範囲で本方針に準じた体制とす
る。

○マネー・ローンダリング及びテロ資金供与を防止する
ため、専任担当室を設置し、適正な対応を実施するた
めの態勢整備を図っています。また、AML/CFTプロ
グラムを実施し、具体的対応並びに連携の強化を図っ
ています。

○「贈賄防止規程」に則り、国内及び外国の贈収賄の禁
止に関する法律を遵守し、事業活動から贈収賄を排除
しています。

○法令及び社内規程等に違反又は違反する可能性のある
事象の報告体制を定め、対応が必要な事案については
関係部署が連携をして解決を図るとともに、再発防止
策を講じています。

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求め
た場合における当該使用人に関する事項 運用状況

(1) 監査役の職務を補助する「監査役会事務局」を設置
し、監査役会事務局所属の使用人を配置する。

○監査役会事務局を設置し、その職務を専ら行う使用人
を１名配置しています。

(2) 監査役会事務局の人数等は常勤監査役との間で協議
のうえ決定する。

前号の使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使
用人に対する指示の実効性確保に関する事項 運用状況

(1) 監査役会事務局の使用人は専任とし、専ら監査役の
指示に従って、その監査職務の補助を行う。

○「監査役監査の実効性確保に関する規程」に則り、使
用人は監査役職務の補助に専念しており、使用人の任
命・異動については監査役の同意を得ることとしてい
ます。

○当該使用人の人事評価についても予め監査役から同意
を得たうえで行っています。

(2) 監査役会事務局の使用人の任命・異動に際しては、
予め常勤監査役の同意を得ることとし、取締役から
の独立性が確保できる体制とする。

(監査役の監査の実効性を確保するための体制)

８. 監査役の職務を補助する使用人の体制

９．監査役の使用人の独立性に対する体制
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取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制 運用状況
(1) 監査役と協議のうえ制定した「監査役監査の実効性

確保に関する規程」に基づき、当社の取締役及び使
用人等並びに子会社の取締役及び使用人等が当社の
監査役に報告を行う体制とする。

○監査役は取締役会・経営会議等の重要な会議に出席
し、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況の把握
をしています。

○「監査役監査の実効性確保に関する規程」に基づき、
監査役に求められた事項を速やかに報告しています。
また、監査役に報告を行った者が、当該報告を行った
ことを理由として不利益な扱いを受けたことはありま
せん。

○代表取締役決裁の稟議書、重要会議の議事録等は速や
かに監査役に回覧されています。

○内部通報制度に基づき通報された内容は速やかに監査
役に報告されています。

(2) 監査役が経営会議その他社内会議に出席し、経営上
の重要情報について適時報告を受けられる体制とす
るとともに、重要な議事録、稟議書は、都度監査役
に回覧する。

(3) 当社の監査役が必要と判断したときは、いつでも当
社の取締役及び使用人等並びに子会社の取締役及び
使用人等に対して報告を求めることができる。

(4) 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを
理由として不利益な取扱いを受けないことを確保す
る体制とする。

(5) 内部通報制度の通報状況について速やかに監査役に
報告を行う。

その他監査役の監査が実効的に行われることを確保する
ための体制 運用状況

(1) 監査役が代表取締役に対する独立性を保持しつつ適
正かつ実効的な監査を行える体制とする。

○監査役会は代表取締役と定期的（年３回）に会合を行
い、監査の状況、経営上の課題等について意見交換を
行っています。

○監査役は監査室と定期的（年12回）に会議を開催し、
意見又は情報の交換を行っています。

○監査役は子会社の取締役・監査役及び会計監査人と意
見交換会を開催しています。

(2) 代表取締役は監査役会と定期的に会議を開催し、監
査役が意見又は情報の交換ができる体制とする。

(3) 内部監査部門は監査役との連絡会議を定期的に開催
し、取締役等及び使用人の業務の適法性・妥当性に
ついて監査役が報告を受けることができる体制とす
る。

(4) 監査役が会計監査人及び子会社の監査役と円滑に連
携できる体制とする。

10．監査役への報告体制

11. その他監査役の監査の実効性を確保するための体制

－ 7 －



監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わ
る方針 運用状況

監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還
の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は
償還の処理については、監査役の請求等に従い円滑に行
い得る体制とする。

○「監査役監査の実効性確保に関する規程」に則り、監
査役に係る監査費用について監査役の請求に従い円滑
に処理を行っています。

12. 監査役の職務の執行について生ずる費用等に係る方針
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連結注記表
（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等）
１. 連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社の数  8社
・ジャックス債権回収サービス株式会社
・ジャックス・トータル・サービス株式会社
・ジャックスリース株式会社
・ジャックス・ペイメント・ソリューションズ株式会社
・JACCS International Vietnam Finance Co.,Ltd.
・PT JACCS MITRA PINASTHIKA MUSTIKA FINANCE INDONESIA
・JACCS FINANCE（CAMBODIA）PLC.
・JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION

（２）非連結子会社の名称等
該当事項はありません。

２. 持分法の適用に関する事項
（１）持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。
（２）持分法を適用しない非連結子会社の名称

該当事項はありません。

３. 連結子会社の事業年度等に関する事項
　JACCS International Vietnam Finance Co.,Ltd.、PT JACCS MITRA PINASTHIKA 
MUSTIKA FINANCE INDONESIA、JACCS FINANCE（CAMBODIA）PLC.及びJACCS 
FINANCE PHILIPPINES CORPORATIONの決算日は12月31日であります。連結計算書類を
作成するに当たっては、同日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調整を行っております。
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４. 会計方針に関する事項
（１）重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券
その他有価証券
イ. 市場価格のない株式等以外のもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は移動平均法により算定）

ロ. 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く。）

主に定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設
備は除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定
額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く。）
主に自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（最長５年）に基づ
く定額法によっております。

③ リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

主にリース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
④ 長期前払費用

法人税法の規定に基づく定額法
（３）重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金
主に債権の貸倒発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸
倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しておりま
す。なお、一部の海外子会社は、国際財務報告基準に基づいた金融商品の会計基準を適用し、
予想信用損失に基づく減損モデルを使用し、期末日時点における信用リスクに応じて貸倒引当
金を算定しております。

② 賞与引当金
主に従業員及び使用人兼務役員の賞与支出に備えるため、支給見込額を計上しております。
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③ ポイント引当金
クレジットカード会員に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当連結会計年
度末において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

④ 債務保証損失引当金
債務保証等による損失に備えるために、主たる債務者の債務不履行により将来発生すると見込
まれる損失見込額を、過去の貸倒実績率等により見積り、計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を計上して
おります。なお、連結貸借対照表において計上しております当該引当金は、すべて連結子会社
の役員退職慰労引当金であります。

⑥ 利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。

（４）退職給付に係る会計処理の方法
① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方
法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（５
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以
内の一定年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理しております。

（５）重要な収益及び費用の計上基準
金融商品会計基準等の適用を受ける収益は以下のとおりであります。

① 顧客手数料及び保証料
主に期日到来基準により収益計上しております。
イ. クレジット

残債方式
ロ. カード・ペイメント

残債方式（一部家賃決済の保証料は一定期間で均等按分により収益計上）
ハ. ファイナンス

残債方式（一部保証契約時に収益計上）
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当社グループの顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を
充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

② 加盟店手数料
イ. クレジット

加盟店への立替払契約を履行した一時点で収益計上しております。
ロ. カード・ペイメント

同上
③ クレジットカード年会費

イ. その他
カード会員規約に基づき、年会費の有効期間にわたり履行義務が充足されるため、主に当
該有効期間に応じて収益計上しております。

（６）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、在外子会社の決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産
の部における為替換算調整勘定に含めて計上しております。

（７）重要なヘッジ会計の方法
① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理を行っております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワ
ップ取引については特例処理によっております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
イ. ヘッジ手段

デリバティブ取引（金利スワップ取引、通貨金利スワップ取引、通貨オプション取引）
ロ. ヘッジ対象

借入金
③ ヘッジ方針

将来の金利・為替変動によるリスクを軽減することを目的としてデリバティブ取引を行ってお
ります。

④ ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を四半期ごとに比較し、両者の変動
額等を基礎にしてヘッジ有効性を評価しております。
ただし、特例処理によっている金利スワップ取引については、有効性の評価を省略しておりま
す。
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（８）のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

（９）その他連結計算書類作成のための重要な事項
消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間で均
等償却を行っております。

（10）関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
① 信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金

顧客の債務を保証する業務のうち、当社が集金を行う債務保証残高については、連結貸借対照
表の流動資産に信用保証割賦売掛金として、また、流動負債に信用保証買掛金として両建て計
上しております。
なお、当社が集金を行わない債務保証残高については、「（連結貸借対照表に関する注記）
２.偶発債務」に注記しております。

② 割賦方式における営業収益の計上
割賦方式における営業収益は、「４.会計方針に関する事項（５）重要な収益及び費用の計上
基準」に記載のとおり、主に期日到来基準によっております。なお、期日未到来の営業収益に
ついては、連結貸借対照表の流動負債に割賦利益繰延として計上しております。

③ 金融収益及び金融費用の表示方法
金融収益及び金融費用は、その性格が本来の営業にかかわる収益及び費用であると考えられる
ため、連結損益計算書上、金融収益は主要な営業収益とは別に金融収益という項目を設けて営
業収益に含め、金融費用は販売費及び一般管理費とは別に金融費用という項目を設けて営業費
用に含めて記載しております。
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（会計上の見積りに関する注記）
・貸倒引当金

（１）当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
貸倒引当金　29,692百万円
うち、国内セグメントに係る貸倒引当金は24,297百万円、海外セグメントに係る貸倒引当金
は5,395百万円であります。

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

当社グループの貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を
計上しており、貸倒実績率の算定に当たっては、延滞期間(期日からの経過期間)に基づいて債
権を区分し、当該債権区分ごとの貸倒実績を勘案しております。また、貸倒懸念債権等特定の
債権については、延滞期間や顧客の支払能力等を考慮し、将来の回収不能見込額を見積り必要
な額を計上しております。
なお、一部の海外子会社は、国際財務報告基準に基づいた金融商品の会計基準を適用し、予想
信用損失に基づく減損モデルを使用し、期末日時点における信用リスクに応じて貸倒引当金を
算定しております。

② 主要な仮定
貸倒引当金は、過去の一定期間における債権区分ごとの貸倒実績の趨勢が今後も継続するとい
う仮定と一部の延滞債権の回収リスクを勘案のうえ、必要な額を計上しております。新型コロ
ナウイルス感染症については、国内セグメントでは国や地方公共団体の経済対策や金融支援等
が実施されており、現時点では、当社及び連結子会社の債権の延滞状況に重要な影響を及ぼし
ていないと考えております。海外セグメントについては、政府による経済対策や支払猶予等を
前提としながらも、翌連結会計年度以降も一定期間は債権の期日経過等へ影響を及ぼす可能性
があるものと考えております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に及ぼす影響
将来、経済環境の大幅な変化や予測困難な事象の発生等により顧客の支払能力が低下した場合
や、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が想定以上に深刻化した場合には、貸倒引当金
の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基
準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した
時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、当社が発行するクレジットカードの年会費について、従来は顧客へ請求した一時点で収益
として認識していましたが、年会費の有効期間にわたり充足される履行義務であることから、一定の期間
で当該収益を認識する方法へ変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当
連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただ
し、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱い
に従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。ま
た、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行
われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累
積的影響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、利益剰余金の当期首残高は、524百万円減少しております。また、当連結会計年度の営業収
益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下、「時価算定会計基

準」という。）等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関す
る会計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、
時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

これによる、連結計算書類に与える影響はありません。
また、「金融商品に関する注記」において、金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項等

の注記を行っております。
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（表示方法の変更に関する注記）
（連結損益計算書）

当社グループでは連結損益計算書における営業収益について、当連結会計年度より、事業活動による収
益を「事業収益」と集約して表示した上で、「連結損益計算書に関する注記」において、事業収益の内訳
を当社グループにおける収益の管理区分（以下、「管理区分」という。）で開示する方法に変更するとと
もに、その他関連する注記の記載内容を変更しております。

この変更は、従来、営業収益の内訳を当社グループにおける管理区分と異なる区分（契約形態に基づい
た区分）で開示しておりましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用を契機に、当社グループにおけ
る管理区分と整合させて開示することが計算書類利用者にとって理解しやすくなると判断したことから行
うものです。また、当社グループは国内のみならず東南アジアを中心に海外でも新たな事業展開を推進し
ておりますので、機動的な開示に資するよう管理区分ごとの開示は「連結損益計算書に関する注記」とす
ることにしました。

この変更により、従来は契約形態に基づいた営業収益区分であったため、同一の管理区分に係る収益が
複数の収益科目にまたがって計上されておりましたが、管理区分ごとに収益が集約されることとなり、こ
れまで以上に計算書類利用者への有用な情報提供に資すると判断しております。
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割賦売掛金 627,809百万円
リース投資資産 5,369百万円
計 633,178百万円

短期借入金 745百万円
１年内償還予定の社債 7,370百万円
１年内返済予定の長期借入金 21,361百万円
１年内返済予定の債権流動化借入金 183,078百万円
未払費用 207百万円
社債 384百万円
長期借入金 15,370百万円
債権流動化借入金 409,036百万円
計 637,556百万円

提携金融機関が行っている個人向けローン
に係る顧客 1,828,565百万円

債務保証損失引当金 795百万円
差引 1,827,770百万円

保証会社 248,233百万円

（連結貸借対照表に関する注記）
１. 担保に供している資産とこれに対応する債務

（１）担保に供している資産

（２）対応する債務

オートローン債権及びショッピングクレジット債権を流動化した残高については、金融取引として処理
したことにより、流動資産「割賦売掛金」残高に592,115百万円、流動負債「１年内返済予定の債権
流動化借入金」残高に183,078百万円、固定負債「債権流動化借入金」残高に409,036百万円含まれ
ております。

２. 偶発債務
（１）営業上の保証債務

（２）営業上の保証予約
　当社は、金融機関が保有する貸付金（個人向け住宅ローン、カードローン他）等について、債
務保証を行っている保証会社に契約上定められた事由が生じた場合に、当該保証会社に代わって
当社が債務保証を行うこととなる保証予約契約を締結しており、当該保証予約契約の対象となっ
ている貸付金等の残高を偶発債務として記載しております。
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当連結会計年度末残高
クレジット 203,593百万円
カード・ペイメント 854百万円
その他 0百万円
計 204,448百万円

クレジット 72,453百万円
カード・ペイメント 43,027百万円
ファイナンス 29,171百万円
その他 18,787百万円
計 163,439百万円

普通株式 35,079,161株

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2021年
６月25日

定時株主総会
普通株式 2,075百万円 60円00銭 2021年

３月31日
2021年

６月28日
2021年

11月４日
取締役会

普通株式 2,598百万円 75円00銭 2021年
９月30日

2021年
11月30日

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年
６月29日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 2,945百万円 85円00銭 2022年

３月31日
2022年

６月30日

３. 割賦利益繰延

（連結損益計算書に関する注記）
事業収益

（連結株主資本等変動計算書に関する注記）
１. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

２. 配当に関する事項
（１）配当金支払額

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
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普通株式 143,800株

３. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる
株式の種類及び数

（金融商品に関する注記）
１. 金融商品の状況に関する事項

（１）金融商品に対する取組方針
当社グループは、クレジット、カード、信用保証、融資などの信販事業を行っております。こ

れらの事業を行うため、市場の状況を踏まえながら長短バランスを調整して、金融機関借入れに
よる間接金融の他、債権流動化、社債やコマーシャル・ペーパーの発行によって資金調達を行っ
ております。主として固定金利の金融資産を有しているため、金融資産の期間に応じた資金調達
を行っております。金融資産・金融負債間の期間のギャップや変動金利の金融資産・金融負債の
金利変動による不利な影響が生じないように、資産及び負債の総合的管理（以下、「ALM」と
いう。）を実施しており、その一環として、デリバティブ取引を行うことがあります。また、当
社の一部連結子会社には、リース業を行っている子会社があります。デリバティブ取引は、金利
変動リスク及び為替変動リスクをヘッジし、安定した収益を確保するために取り組んでおり、投
機的取引は行っておりません。

（２）金融商品の内容及びそのリスク
当社グループが保有する金融資産は、個別クレジット・包括クレジットに対する割賦売掛金で

あり、顧客又は加盟店に起因する債務不履行によってもたらされる信用リスクに晒されておりま
す。また、投資有価証券は、取引先との関係維持・強化、取引円滑化を目的に保有している株式
であります。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりま
す。金融機関からの借入金、債権流動化、社債及びコマーシャル・ペーパーは、一定の環境の下
で当社グループが市場を利用できなくなる可能性があり、支払期日にその支払いを実行できなく
なる流動性リスクに晒されております。また、一部変動金利の借入れを行っており、金利の変動
リスクに晒されております。このほか、海外で取引を行うにあたり生じる外貨建金融資産及び金
融負債については為替リスクに晒されております。デリバティブ取引は、借入金の金利変動リス
クをヘッジするために金利関連のデリバティブ取引を、為替変動リスクをヘッジするために通貨
関連のデリバティブ取引を行っております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ会計の方法、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ
有効性評価の方法については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する
注記等「４．会計方針に関する事項（７）重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。
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（３）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当社グループは、当社の信用リスクに関する諸管理規程に従い、割賦売掛金について、個別案
件ごとの与信審査、与信限度額、信用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への
対応など与信管理に関する体制を整備し運営しております。これらの与信管理は、各審査部署
により行われております。さらに、与信管理の状況については、審査事務部、信用管理部、監
査室がチェックしております。

② 市場リスクの管理
イ. 金利リスクの管理

当社グループは、ALMによって金利の変動リスクを管理しております。ALMに関する規
程において、リスク管理方法や手続き等の詳細を明記しており、役員及び関連部署の部門
長により構成されるALM運営委員会において３ヶ月ごとに金融環境や資産運用と資金調
達に関する適合性などを審議しております。日常的には財務部において、金利予測に基づ
く金利感応度分析を行い、ALM運営委員会で報告しております。
なお、ALMにより金利変動リスクをヘッジするため金利スワップのデリバティブ取引を
行うことがあります。

ロ. 為替リスクの管理
当社グループは、為替変動リスクに関して運用資産に応じた外貨建金融負債を調達するほ
か、個別の案件ごとに管理し、通貨関連のデリバティブ取引を用いることで為替リスクを
管理しています。

ハ. 価格変動リスクの管理
保有している投資有価証券の多くは、取引先との関係維持・強化・取引円滑化を目的
に保有している株式であり、取引先の市場環境、財務状況、市場価格の継続的なモニ
タリングを実施しております。これらの状況を総合的に勘案し、価格変動リスクの軽
減を図るとともに、経営者へ報告しております。

ニ. デリバティブ取引
デリバティブ取引に関しては、取引の執行、ヘッジの有効性の評価、事務管理に関する担
当部署をそれぞれ分離し内部牽制を確立するとともに、デリバティブに関する規程に基づ
き実施されております。これらデリバティブ取引の状況は、毎回ALM運営委員会に報告
しております。

ホ. 市場リスクに係る定量的情報
・トレーディング目的の金融商品

トレーディング目的で保有する金融商品はありません。
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・トレーディング目的以外の金融商品
主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける主たる金融商品は、「短期借入金」、
「長期借入金」、「債権流動化借入金」、「社債」、「コマーシャル・ペーパー」、「デ
リバティブ取引」となります。「デリバティブ取引」は主に「金利スワップ取引」を用い
ておりますが、あくまでヘッジ目的にのみ限定されております。また、これらの金融商品
について、金利の合理的な予想変動幅を用いた当面６ヶ月間の金融費用に与える影響額を
金利変動リスク管理に当たって定量的分析に利用しております。当該影響額の算定にあた
っては、対象の金融商品を固定金利群と変動金利群に分けて、それぞれ金利期日に応じて
適切な期間に残高を分解し、期間ごとの金利変動幅を用いております。金利以外のリスク
変数が一定であることを仮定し、2022年３月31日現在、指標となる金利が10ベーシ
ス・ポイント（0.1％）上昇したものと想定した場合には、当社単体で金融費用が448百
万円増加するものと把握しております。当該影響額は、金利を除くリスク変数が一定の場
合を前提としており、金利とその他のリスク変数の相関を考慮しておりません。また、金
利の合理的な予想変動幅を超える変動が生じた場合には、算定額を超える影響が生じる可
能性があります。
なお、当社グループは外貨建金融資産及び金融負債を有しておりますが、これらにかかる
為替リスクは原則「為替予約取引」「通貨金利スワップ取引」等によりヘッジしておりま
す。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社グループは、ALMを通して適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の
多様化、複数の金融機関からのコミットメントラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達
バランスの調整などによって流動性の確保に努めております。資金調達にかかる流動性リスク
の管理については、当社の資金流動性リスク管理に関する規程に従い、各種情報の収集と分析
を行い資金繰りへの影響を把握し、経理・財務担当役員に報告し流動性リスクのステージ判定
を行い、ALM運営委員会へ報告しております。また、各ステージ毎にコンティンジェンシー
プランを想定し、適切なステージ判定とプランの実施が行える体制を構築しております。

（４）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に

よった場合、当該価額が異なることもあります。また、「２．金融商品の時価等に関する事項」
におけるデリバティブ取引に関する契約額等につきましては、その金額自体がデリバティブに係
る市場リスクを示すものではありません。
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（単位：百万円）
連結貸借対照表

計上額 時価 差額

(1) 割賦売掛金 2,776,898
貸倒引当金 △27,955
割賦利益繰延 △171,882

2,577,060 2,634,111 57,050
(2) リース投資資産 144,332

貸倒引当金 △1,068
143,263 142,445 △817

(3) 投資有価証券（*2）
その他有価証券 19,012 19,012 －

資産計 2,739,336 2,795,569 56,232
(1) 社債（*3） 277,684 277,118 △566
(2) 長期借入金（*4） 886,017 889,986 3,968
(3) 債権流動化借入金（*5） 592,115 593,412 1,296

負債計 1,755,817 1,760,516 4,698
デリバティブ取引（*6）

１. ヘッジ会計が適用されていないもの (398) (398) －
２. ヘッジ会計が適用されているもの (1,479) (1,479) －

デリバティブ取引計 (1,877) (1,877) －

時価
その他

債務保証契約 184,752

２. 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
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（単位：百万円）
区分 当連結会計年度

非上場株式 758

（*1）「現金及び預金」、「短期借入金」、「コマーシャル・ペーパー」については、短期間で決済されるため時価
が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

（*2）市場価格のない株式等は、「(3) 投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計
上額は以下のとおりであります。

（*3）社債のうち、１年内償還予定の社債については社債に含めております。
（*4）長期借入金のうち、１年内返済予定の長期借入金については長期借入金に含めております。
（*5）債権流動化借入金のうち、１年内返済予定の債権流動化借入金については債権流動化借入金に含めておりま

す。
（*6）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目につ

いては、(　)で示しております。
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１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

現金及び預金 138,790 － － － － －

割賦売掛金 747,844 492,170 408,136 289,048 216,843 622,854

リース投資資産（*） 44,177 37,456 32,469 25,736 18,622 14,195

合計 930,812 529,627 440,605 314,785 235,465 637,050

１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超

短期借入金 312,515 － － － － －

コマーシャル・ペーパー 423,500 － － － － －

社債 47,370 60,170 45,143 25,000 40,000 60,000

長期借入金 177,952 158,992 204,568 115,095 95,117 134,289

債権流動化借入金 183,078 135,465 103,406 67,485 34,931 67,747

合計 1,144,417 354,627 353,119 207,581 170,049 262,037

（注１）金銭債権の連結決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

（*）リース投資資産については、リース料債権部分の償還予定額を記載しております。

（注２）社債、長期借入金、債権流動化借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
（単位：百万円）
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区分 デリバティブ取引
の種類等 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価 評価損益

市場取引以外の
取引

為替予約 売建VND（米ドル買） 8,644 － △74 △9

為替予約 売建VND（円買） 2,754 － △218 △218

為替予約 売建PHP（円買） 1,476 － △105 △55

合計 12,876 － △398 △284

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取引
の種類等

主なヘッジ
対象 契約額等 契約額等の

うち１年超 時価

原則的処理方法

金利スワップ取引
支払固定・受取変動

長期
借入金 5,292 1,011 △74

通貨金利スワップ取引 長期
借入金 17,088 8,865 △1,160

通貨オプション取引 長期
借入金 11,437 2,965 △244

合計 33,818 12,842 △1,479

（注３）デリバティブ取引
１. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

（単位：百万円）

２. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの決算日における
契約額又は契約において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。

（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券 19,012 － － 19,012

資産計 19,012 － － 19,012

デリバティブ取引

通貨関連 － △1,803 － △1,803

金利関連 － △74 － △74

負債計 － △1,877 － △1,877

３. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ

のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成さ

れる当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定
した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外
の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプット

がそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類して
おります。

（１）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
（単位：百万円）
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

割賦売掛金 － － 2,634,111 2,634,111

リース投資資産 － － 142,445 142,445

資産計 － － 2,776,557 2,776,557

社債 － 274,699 2,418 277,118

長期借入金 － 852,476 37,509 889,986

債権流動化借入金 － 593,412 － 593,412

負債計 － 1,720,588 39,927 1,760,516

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

債務保証契約 － － 184,752 184,752

（２）時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
（単位：百万円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

株式は取引所の価格によっており、市場の活発性に基づきレベル１に分類しております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、為替予約、金利スワップ及び通貨金利スワップ等であり、取引先金融

機関から提示された価格等に基づき時価を算定しております。これらの時価は、主に金利や為
替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法等により算定しており、レベル２
の時価に分類しております。

割賦売掛金
一定の期間毎に区分した債権ごとに、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利

率を基に、割引現在価値法により時価を算定しており、レベル３に分類しております。
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リース投資資産
一定の期間毎に区分し、見積残存価額を控除した債権額と満期までの期間及び信用リスクを

加味した利率を基に、割引現在価値法により時価を算定しており、レベル３に分類しておりま
す。

社債
社債のうち、市場価格が入手可能な場合は市場価格に基づいて算定した価額を時価としてお

り、レベル２の時価に分類しております。市場価格のないものは元利金の合計額と当該社債の
残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により時価を算定しており、観
察できないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価に、そうでない場合はレベ
ル２の時価に分類しております。

長期借入金
一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期

間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により時価を算定しており、観察でき
ないインプットによる影響額が重要な場合はレベル３の時価に、そうでない場合はレベル２の
時価に分類しております。

債権流動化借入金
一定の期間ごとに区分した当該債権流動化借入金の元利金の合計額を同様の借入において想

定される利率を基に割引現在価値法により時価を算定しており、レベル２に分類しておりま
す。

債務保証契約
回収可能性を反映した保証料の受取見込額から、保証の履行可能性や担保による回収可能性

等を反映した代位弁済債権の毀損見込額を控除した残額を、残存期間に対応する安全性の高い
利率を基に、割引現在価値法により時価を算定しており、レベル３に分類しております。

（賃貸等不動産に関する注記）
　賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

－ 28 －



（単位：百万円）
報告セグメント

合計
国内 海外

顧客との契約
から認識した

収益

その他の源泉
から認識した

収益

顧客との契約
から認識した

収益

その他の源泉
から認識した

収益
クレジット 11,854 47,702 － 12,896 72,453

カード・ペイメント 20,514 22,327 － 185 43,027

ファイナンス 949 28,222 － － 29,171

その他 4,104 9,734 938 4,010 18,787

事業収益計 37,423 107,986 938 17,091 163,439

金融収益 － 560 － 70 631

合計 37,423 108,547 938 17,161 164,070

（収益認識に関する注記）
１. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当社グループにおけるセグメント別の顧客との契約及びその他の源泉から認識した収益の内訳は次のと
おりであります。

２. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
当社グループの収益を認識するにあたっては、取扱い等から予め決められた料率等に基づいて発生する

顧客手数料、保証料、加盟店手数料等のうち、金融商品会計基準、リース会計基準等の適用を受けない手
数料を対象として、顧客との契約について、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当
該財又はサービスと交換に権利を得ると見込む対価の額で収益を認識しております。

当社グループの顧客との契約から生じる収益は、主に加盟店手数料及びクレジットカードの年会費であ
り、加盟店手数料は加盟店への立替払契約を履行した一時点で履行義務が充足されると判断して収益を認
識しており、クレジットカードの年会費はカード会員規約に基づき、年会費の有効期間にわたり履行義務
が充足されると判断して収益を認識しております。
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１株当たり純資産額 5,386円05銭
１株当たり当期純利益 528円97銭

３. 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
クレジットカードの年会費は、当初の予想契約期間が１年以内であり、残存履行義務に重要性が乏し

く、重大な変動も発生していないため、記載を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
　該当事項はありません。
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繰越欠損金（注） 748百万円
賞与引当金 870百万円
ポイント引当金 812百万円
貸倒引当金 5,511百万円
債務保証損失引当金 260百万円
利息返還損失引当金 196百万円
投資有価証券 255百万円
減価償却超過額 626百万円
その他 1,319百万円
繰延税金負債との相殺 △6,239百万円

繰延税金資産小計 4,362百万円
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額（注） △606百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △566百万円

評価性引当額小計 △1,172百万円
繰延税金資産合計 3,189百万円

退職給付に係る資産 △2,288百万円
その他有価証券評価差額金 △3,951百万円
繰延税金資産との相殺 6,239百万円

繰延税金負債合計 －百万円
繰延税金資産の純額 3,189百万円

（その他の注記）
（税効果会計に関する注記）

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）

（繰延税金負債）
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１年以内 １年超
２年以内

２年超
３年以内

３年超
４年以内

４年超
５年以内 ５年超 合計

税務上の繰越
欠損金 44 76 115 193 175 143 748

評価性引当額 △10 △76 △115 △116 △143 △143 △606

繰延税金資産 33 － － 76 32 － 142

退職給付債務の期首残高 24,866百万円
勤務費用 1,101百万円
利息費用 115百万円
数理計算上の差異の発生額 121百万円
退職給付の支払額 △1,120百万円
その他 △37百万円

退職給付債務の期末残高 25,046百万円

年金資産の期首残高 31,873百万円
期待運用収益 666百万円
数理計算上の差異の発生額 165百万円
事業主からの拠出額 984百万円
退職給付の支払額 △1,120百万円
その他 59百万円

年金資産の期末残高 32,629百万円

（注）税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
（単位：百万円）

（＊）税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

（退職給付に関する注記）
１. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型、非積立型の確定給付制度及
び確定拠出制度を採用しております。
確定給付企業年金制度（すべて積立型制度であります。）では、給与と勤務期間に基づいた一
時金又は年金を支給します。

２. 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
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積立型制度の退職給付債務 25,024百万円
年金資産 △32,629百万円

△7,605百万円
アセットシーリングによる調整額 97百万円
非積立型制度の退職給付債務 21百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △7,485百万円
退職給付に係る負債 21百万円
退職給付に係る資産 △7,507百万円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △7,485百万円

勤務費用 1,101百万円
利息費用 115百万円
期待運用収益 △666百万円
数理計算上の差異の費用処理額 △299百万円
過去勤務費用の費用処理額 －百万円
その他 138百万円
確定給付制度に係る退職給付費用 389百万円

過去勤務費用 －百万円
数理計算上の差異 256百万円
合計 256百万円

未認識過去勤務費用 －百万円
未認識数理計算上の差異 △1,524百万円
合計 △1,524百万円

(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び
退職給付に係る資産の調整表

(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額

(5)退職給付に係る調整額
退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

(6)退職給付に係る調整累計額
退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。
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債券 35％
株式 28％
一般勘定 34％
現金及び預金 3％
合計 100％

(7)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、
年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮してお
ります。

(8)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
割引率  0.3％～6.9％
長期期待運用収益率  2.0％～5.0％
予想昇給率  2.3％～5.0％

３．確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、474百万円であります。

（注）本連結計算書類中の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１. 資産の評価基準及び評価方法

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法
② その他有価証券

イ. 市場価格のない株式等以外のもの
決算期末日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

ロ. 市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（２）デリバティブ等の評価基準及び評価方法
デリバティブ

時価法

２. 固定資産の減価償却の方法
（１）有形固定資産（リース資産を除く。）

定率法を採用しております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備は
除く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
を採用しております。

（２）無形固定資産（リース資産を除く。）
自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間（最長５年）に基づく定
額法によっております。

（３）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。
（４）長期前払費用

法人税法の規定に基づく定額法
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３. 引当金の計上基準
（１）貸倒引当金

債権の貸倒発生に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を勘案して必要額を、貸倒懸
念債権等特定の債権については回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

（２）賞与引当金
従業員及び使用人兼務役員の賞与支出に備えるため、支給見込額を計上しております。

（３）ポイント引当金
クレジットカード会員に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当事業年度末
において将来使用されると見込まれる額を計上しております。

（４）債務保証損失引当金
債務保証等による損失に備えるために、主たる債務者の債務不履行により将来発生すると見込
まれる損失見込額を、過去の貸倒実績率等により見積り、計上しております。

（５）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に
基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。なお、計算の結
果、当事業年度末における退職給付引当金が借方残高となるため、投資その他の資産の「前払
年金費用」に計上しております。

① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（５
年）による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理し
ております。

（６）利息返還損失引当金
将来の利息返還の請求に備え、過去の返還実績等を勘案した必要額を計上しております。
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４. 収益及び費用の計上基準
金融商品会計基準等の適用を受ける収益は以下のとおりであります。
（１）顧客手数料及び保証料

主に期日到来基準により計上しております。
① クレジット

残債方式
② カード・ペイメント

残債方式（一部家賃決済の保証料は一定期間で均等按分により収益計上）
③ ファイナンス

残債方式（一部保証契約時に収益計上）
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の
時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（２）加盟店手数料

① クレジット
加盟店への立替払契約を履行した一時点で収益計上しております。

② カード・ペイメント
同上

（３）クレジットカード年会費
① その他

カード会員規約に基づき、年会費の有効期間にわたり履行義務が充足されるため、当該有効期
間に応じて収益計上しております。

5. のれんの償却方法及び償却期間
のれんの償却については、５年間の定額法により償却を行っております。

6. その他計算書類作成のための基本となる事項
（１）退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算
書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

（２）消費税等の会計処理
固定資産に係る控除対象外消費税等は、投資その他の資産の「その他」に計上し、５年間で均
等償却を行っております。
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7. 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
（１）信用保証割賦売掛金及び信用保証買掛金

顧客の債務を保証する業務のうち、当社が集金を行う債務保証残高については、貸借対照表の
流動資産に信用保証割賦売掛金として、また、流動負債に信用保証買掛金として両建て計上し
ております。なお、当社が集金を行わない債務保証残高については、「（貸借対照表に関する
注記）３.偶発債務」に注記しております。

（２）割賦方式における営業収益の計上
割賦方式における営業収益は、「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）４.収益及び費
用の計上基準」に記載のとおり、主に期日到来基準によっております。なお、期日未到来の営
業収益については、貸借対照表の流動負債に割賦利益繰延として計上しております。

（３）金融収益及び金融費用の表示方法
金融収益及び金融費用は、その性格が本来の営業にかかわる収益及び費用であると考えられる
ため、損益計算書上、金融収益は主要な営業収益とは別に金融収益という項目を設けて営業収
益に含め、金融費用は販売費及び一般管理費とは別に金融費用という項目を設けて営業費用に
含めて記載しております。

（会計上の見積りに関する注記）
１.  貸倒引当金

（１）当事業年度の計算書類に計上した金額
貸倒引当金　22,195百万円

（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
① 算出方法

当社の貸倒引当金は、一般債権については貸倒実績率等を勘案して必要と認めた額を計上して
おり、貸倒実績率の算定に当たっては、延滞期間(期日からの経過期間)に基づいて債権を区分
し、当該債権区分ごとの貸倒実績を勘案しております。また、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては、延滞期間や顧客の支払能力等を考慮し、将来の回収不能見込額を見積り必要な額を計
上しております。

② 主要な仮定
貸倒引当金は、過去の一定期間における債権区分ごとの貸倒実績の趨勢が今後も継続するとい
う仮定と一部の延滞債権の回収リスクを勘案のうえ、必要な額を計上しております。新型コロ
ナウイルス感染症については、国や地方公共団体の経済対策や金融支援等が実施されており、
現時点では、当社債権の延滞状況に重要な影響を及ぼしていないと考えております。
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③ 翌事業年度の計算書類に及ぼす影響
将来、経済環境の大幅な変化や予測困難な事象の発生等により顧客の支払能力が低下した場合
や、新型コロナウイルス感染症拡大による影響が想定以上に深刻化した場合には、貸倒引当金
の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。

２.  関係会社株式の評価
（１）当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式　16,071百万円
（２）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

① 算出方法
関係会社株式は移動平均法に基づく原価法で評価し、実質価額が著しく低下した場合には、事
業計画に基づき回復可能性があると判断される場合を除き、実質価額まで減損処理を行いま
す。

② 主要な仮定
関係会社株式の減損の要否判定で用いる事業計画の策定に当たり、新型コロナウイルス感染症
の影響は、国や政府等の経済対策や支援を前提としながらも、翌事業年度以降も一定期間に及
ぶ可能性があるとの仮定のもと、取扱高、営業収益及び信用コストを含む営業費用等を見積っ
ております。

③ 翌事業年度の計算書類に及ぼす影響
当事業年度末の関係会社株式に含まれる一部の海外子会社に対する投資について、実質価額が
著しく低下していますが、事業計画に基づき実質価額の回復可能性があると判断されたため、
減損処理をしておりません。
しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が想定以上に深刻化すること等に伴う事業環境
の変化によって、関係会社の業績不振等により財政状態が悪化した場合や事業計画に見直しが
必要になった場合、翌事業年度以降の計算書類において減損処理が必要となる可能性がありま
す。
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（会計方針の変更に関する注記）
（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下、「収益認識会計基
準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点
で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、当社が発行するクレジットカードの年会費について、従来は顧客へ請求した一時点で収益
として認識していましたが、年会費の有効期間にわたり充足される履行義務であることから、一定の期間
で当該収益を認識する方法へ変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱い
に従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業
年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益
認識会計基準第86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと
んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会
計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われた契約変更につ
いて、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を当事業
年度の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、利益剰余金の当期首残高は、524百万円減少しております。また、当事業年度の営業収益、
営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であります。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）
「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号  2019年７月４日。以下、「時価算定会計基

準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会
計基準」（企業会計基準第10号  2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価
算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。

これによる、計算書類に与える影響はありません。
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（表示方法の変更に関する注記）
（損益計算書）

当社では損益計算書における営業収益について、当事業年度より、事業活動による収益を「事業収益」
と集約して表示した上で、「損益計算書に関する注記」において、事業収益の内訳を当社における収益の
管理区分（以下、「管理区分」という。）で開示する方法に変更するとともに、その他関連する注記の記
載内容を変更しております。

この変更は、従来、営業収益の内訳を当社における管理区分と異なる区分（契約形態に基づいた区分）
で開示しておりましたが、「収益認識に関する会計基準」の適用を契機に、当社における管理区分と整合
させて開示することが計算書類利用者にとって理解しやすくなると判断したことから行うものです。ま
た、当社グループは国内のみならず東南アジアを中心に海外でも新たな事業展開を推進しておりますの
で、機動的な開示に資するよう管理区分ごとの開示は「損益計算書に関する注記」とすることにしまし
た。

この変更により、従来は契約形態に基づいた営業収益区分であったため、同一の管理区分に係る収益が
複数の収益科目にまたがって計上されておりましたが、管理区分ごとに収益が集約されることとなり、こ
れまで以上に計算書類利用者への有用な情報提供に資すると判断しております。
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割賦売掛金 592,115百万円

１年内返済予定の債権流動化借入金 183,078百万円
債権流動化借入金 409,036百万円
計 592,115百万円

短期金銭債権 416百万円
短期金銭債務 264百万円

JACCS FINANCE PHILIPPINES CORPORATION 6,327百万円
(2,670百万フィリピンペソ)

提携金融機関が行っている個人向けローン
に係る顧客 1,828,565百万円

債務保証損失引当金 795百万円
差引 1,827,770百万円

（貸借対照表に関する注記）
１. 担保に供している資産とこれに対応する債務

（１）担保に供している資産

（２）対応する債務

オートローン債権及びショッピングクレジット債権を流動化した残高については、金融取引として処理
したことにより、流動資産「割賦売掛金」残高に592,115百万円、流動負債「１年内返済予定の債権
流動化借入金」残高に183,078百万円、固定負債「債権流動化借入金」残高に409,036百万円含まれ
ております。

２. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務（区分表示したものを除く。）

３. 偶発債務
（１）以下の関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

外貨建保証債務は、決算日の為替相場により円換算しております。
（２）営業上の保証債務
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保証会社 248,233百万円

当事業年度末残高
クレジット 197,089百万円
カード・ペイメント 854百万円
その他 0百万円
計 197,944百万円

クレジット 58,967百万円
カード・ペイメント 42,478百万円
ファイナンス 29,171百万円
その他 5,650百万円
計 136,268百万円

営業取引による取引高
営業収益 3,784百万円
営業費用 2,117百万円

当事業年度末の自己株式の種類及び株式数 普通株式 431,193株

（３）営業上の保証予約
　当社は、金融機関が保有する貸付金（個人向け住宅ローン、カードローン他）等について、債
務保証を行っている保証会社に契約上定められた事由が生じた場合に、当該保証会社に代わって
当社が債務保証を行うこととなる保証予約契約を締結しており、当該保証予約契約の対象となっ
ている貸付金等の残高を偶発債務として記載しております。

４. 割賦利益繰延

（損益計算書に関する注記）
１. 事業収益

２. 関係会社との取引

（株主資本等変動計算書に関する注記）
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賞与引当金 804百万円
ポイント引当金 812百万円
貸倒引当金 4,067百万円
債務保証損失引当金 243百万円
利息返還損失引当金 196百万円
投資有価証券 251百万円
減価償却超過額 590百万円
その他 1,073百万円
繰延税金負債との相殺 △5,749百万円

繰延税金資産小計 2,290百万円
評価性引当額 △424百万円

繰延税金資産合計 1,865百万円

前払年金費用 △1,798百万円
その他有価証券評価差額金 △3,951百万円
繰延税金資産との相殺 5,749百万円

繰延税金負債合計 －百万円
繰延税金資産の純額 1,865百万円

（税効果会計に関する注記）
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

（繰延税金負債）
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種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連当事者
との関係

取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

法人主
要株主

株 式 会 社
三菱ＵＦＪ
銀 行

銀行業
被所有
直接

20.34

金 銭 借 入
関 係

資金の
借 入

短 期 及 び
長期借入金
の 借 入

772,834

短期借入金 64,934

１年内返済予定
の 長 期 借 入 金 22,281

長期借入金 272,151
コマーシャル・
ペーパーによる
借 入

140,000

コマーシャル・
ペ ー パ ー 50,000

利息の
支 払 2,472

前払費用 2

未払費用 73

業 務 提 携
関 係

各 種
ローン
保 証

債 務 保 証
（ 純 額 ）

7,771
（注４．参照） 72,064

保 証 料 の 受 取
521 ― ―

（関連当事者との取引に関する注記）
関連当事者との取引
（１）親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

（単位：百万円）

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入利率は一般市中金利となっております。
また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行からの借入については、他行からの資金調達と同様に取締役会決議及び社
内規程により決定しております。
保証料率は一般取引条件となっております。

２. 重要な取引のみを記載しております。
３. 「取引金額」に記載の債務保証（純額）については、当事業年度末及び前事業年度末における保証債務の

金額の純増減額を記載しております。
４. 当社が集金を行わない債務保証の金額については、貸借対照表に計上しないこととしておりますが、「期

末残高」には、偶発債務として注記している当社が集金を行わない債務保証の金額を残高として記載して
おります。
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種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連
当事者

との関係
取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

子会社
ジャックス
リ ー ス
株 式 会 社

リース業務及
びオートオー
クション出品
代 行 業 務

所有
直接
100.00

資 金 の
貸 付

資金の
貸 付

短 期 及 び
長期貸付金
の 貸 付

112,503

短期貸付金 47,984

長期貸付金 113,216

利息の
受 取 919 未収収益 49

業 務 提
携 関 係

リース
業 務
保 証

債 務 保 証
（ 純 額 ）

12,052
信用保証買掛金 186,055

保 証 料 の 受 取
2,669 ― ―

（２）子会社及び関連会社等
（単位：百万円）

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
貸付の利率については、市場金利等を勘案して決定しております。
保証料率は一般取引条件となっております。

２. 重要な取引のみを記載しております。
３. 「取引金額」に記載の債務保証（純額）については、当事業年度末及び前事業年度末における保証債務の

金額の純増減額を記載しております。
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種類
会社等の
名称又は

氏名

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有

(被所有)
割合(％)

関連
当事者

との関係
取引の
内容 取引金額 科目 期末残高

その他
の関係
会社の
子会社

三 菱
Ｕ Ｆ Ｊ
信 託 銀 行
株式会社

信 託
銀行業

被所有
直接

1.63
業 務 提 携
関 係

各 種
ローン
保 証

債 務 保 証
( 純 額 )

△1,692
（注４．参照） 146,375

保 証 料 の 受 取
2,636 ― ―

１株当たり純資産額 5,277円85銭
１株当たり当期純利益 470円75銭

（３）同一の親会社を持つ会社等及びその他の関係会社の子会社等
（単位：百万円）

（注）１. 取引条件及び取引条件の決定方針等
保証料率は一般取引条件となっております。

２. 重要な取引のみを記載しております。
３. 「取引金額」に記載の債務保証（純額）については、当事業年度末及び前事業年度末における保証債務の

金額の純増減額を記載しております。
４. 当社が集金を行わない債務保証の金額については、貸借対照表に計上しないこととしておりますが、「期

末残高」には、偶発債務として注記している当社が集金を行わない債務保証の金額10,503百万円及び信
用保証買掛金に計上されている保証債務の金額135,872百万円の合計を残高として記載しております。

（収益認識に関する注記）
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表（収益認識に関

する注記）」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。

（１株当たり情報に関する注記）

（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。

（注）本計算書類中の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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